
一

第
百
七
回�

国
会��

衆
議
院 

 
 

日
本
国
有
鉄
道
改
革
に
関
す
る

特
別
委
員
会 

第
二
号

昭
和
六
十
一
年
十
月
六
日
︵
月
曜
日
︶

 
 
 
 

午
後
五
時
四
十
七
分
開
議

 

出
席
委
員

 
 
 

委
員
長 

細
田 

吉
蔵
君

 
 

理
事 

小
此
木
彦
三
郎
君 

理
事 

小
里 

貞
利
君

 
 
 

理
事 

佐
藤 

守
良
君 

理
事 

三
塚 
 

博
君

 
 
 

理
事 

山
下 

徳
夫
君 

理
事 

井
上 

普
方
君

 
 
 

理
事 

嶋
崎 
 

譲
君 

理
事 

西
中 
 

清
君

 
 
 

理
事 

河
村 
 

勝
君

 
 
 
 
 
 

甘
利 
 

明
君 
 
 
 

石
渡 

照
久
君

 
 
 
 
 
 

臼
井
日
出
男
君 
 
 
 

江
口 

一
雄
君

 
 
 
 
 
 

大
島 

理
森
君 
 
 
 

片
岡 

清
一
君

 
 
 
 
 
 

亀
井 

静
香
君 
 
 
 

久
間 

章
生
君

 
 
 
 
 
 

古
賀 
 

誠
君 
 
 
 

桜
井 
 

新
君

 
 
 
 
 
 

鈴
木 

宗
男
君 
 
 
 

関
谷 

勝
嗣
君

 
 
 
 
 
 

津
島 

雄
二
君 
 
 
 

中
川 

昭
一
君

 
 
 
 
 
 

中
島 
 

衛
君 
 
 
 

中
村
正
三
郎
君

 
 
 
 
 
 

野
中 

広
務
君 
 
 
 

野
呂
田
芳
成
君

 
 
 
 
 
 

前
田 

武
志
君 
 
 
 

増
岡 

博
之
君

 
 
 
 
 
 

松
田 

九
郎
君 
 
 
 

森
田 
 

一
君

 
 
 
 
 
 

若
林 

正
俊
君 
 
 
 

阿
部
未
喜
男
君

 
 
 
 
 
 

小
林 

恒
人
君 
 
 
 

戸
田 

菊
雄
君

 
 
 
 
 
 

村
山 

富
市
君 
 
 
 

山
下
八
洲
夫
君

 
 
 
 
 
 

浅
井 

美
幸
君 
 
 
 

石
田
幸
四
郎
君

 
 
 
 
 
 

遠
藤 

和
良
君 
 
 
 

大
橋 

敏
雄
君

 
 
 
 
 
 

柴
田 
 

弘
君 
 
 
 

楢
崎
弥
之
助
君

 
 
 
 
 
 

工
藤 
 

晃
君 
 
 
 

中
島 

武
敏
君

 
 
 
 
 
 

村
上 
 

弘
君

 

出
席
国
務
大
臣

 
 
 
 
 
 
 
 

運 

輸 

大 

臣 

橋
本
龍
太
郎
君

 
 
 
 
 
 
 
 

自 

治 

大 

臣 

葉
梨 

信
行
君

 

出
席
政
府
委
員

 
 
 
 
 
 
 
 

運
輸
政
務
次
官 
 

柿
澤 

弘
治
君

 
 
 
 
 
 
 
 

運
輸
大
臣
官
房
長 

服
部 

経
治
君

 
 
 
 
 
 
 
 

運
輸
大
臣
官
房
審
議
官

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
山 

嗣
夫
君

 
 
 
 
 
 
 
 

運
輸
大
臣
官
房
国

 
 
 
 
 
 
 
 

有
鉄
道
再
建
総
括
審
議
官

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

林 
 

淳
司
君

 
 
 
 
 
 
 
 

運
輸
大
臣
官
房
国
有
鉄
道
部
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹
羽 
 

晟
君

 
 
 
 
 
 
 
 

運
輸
省
地
域
交
通
局
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊
代 
 

健
君

 
 
 
 
 
 
 
 

労
働
大
臣
官
房
審
議
官

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
藤 

仁
彦
君

 
 
 
 
 
 
 
 

自
治
大
臣
官
房
長 

持
永 

堯
民
君

 
 
 
 
 
 
 
 

自
治
省
税
務
局
長 

津
田 
 

正
君

 

委
員
外
の
出
席
者

 
 
 
 
 
 
 
 

議 
 
 
 
 

員 

戸
田 

菊
雄
君

 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
国
有
鉄
道
総
裁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

杉
浦 

喬
也
君

 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
行
政
委
員
会
調
査
室
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

島
村 

幸
雄
君

 
 
 
 
 
 
 
 

社
会
労
働
委
員
会
調
査
室
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
川 

正
暉
君

 
 
 
 
 
 
 
 

運
輸
委
員
会
調
査
室
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

荻
生 

敬
一
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

委
員
の
異
動

十
月
六
日

 

辞
任 
 
 
 
 
 
 
 
 

補
欠
選
任

 
 

小
沢 

辰
男
君 
 
 
 
 

江
口 

一
雄
君

 
 

亀
井 

善
之
君 
 
 
 
 

石
渡 

照
久
君

 
 

熊
谷 
 

弘
君 
 
 
 
 

鈴
木 

宗
男
君

 
 

長
谷
川 

峻
君 
 
 
 
 

中
川 

昭
一
君

 
 

原
田 
 

憲
君 
 
 
 
 

前
田 

武
志
君

 
 

森
山 

欽
司
君 
 
 
 
 

松
田 

九
郎
君

 
 

関
山 

信
之
君 
 
 
 
 

阿
部
未
喜
男
君

 
 

阿
部 

昭
吾
君 
 
 
 
 

楢
崎
弥
之
助
君

同
日

 

辞
任 
 
 
 
 
 
 
 
 

補
欠
選
任

 
 

石
渡 

照
久
君 
 
 
 
 

亀
井 

善
之
君

 
 

江
口 

一
雄
君 
 
 
 
 

小
沢 

辰
男
君

 
 

中
川 

昭
一
君 
 
 
 
 

長
谷
川 

峻
君

 
 

前
田 

武
志
君 
 
 
 
 

原
田 
 

憲
君

 
 

阿
部
未
喜
男
君 
 
 
 
 

関
山 

信
之
君

 
 

楢
崎
弥
之
助
君 
 
 
 
 

阿
部 

昭
吾
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

 

公
聴
会
開
会
承
認
要
求
に
関
す
る
件

 

委
員
派
遣
承
認
申
請
に
関
す
る
件

 

日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
案
︵
内
閣
提
出
第
一
号
︶

 

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す

る
法
律
案
︵
内
閣
提
出
第
二
号
︶

 

新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
法
案
︵
内
閣
提
出
第
三
号
︶

 

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
案
︵
内
閣
提
出
第
四
号
︶

 

日
本
国
有
鉄
道
退
職
希
望
職
員
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事

業
団
職
員
の
再
就
職
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
︵
内
閣

提
出
第
五
号
︶

 

鉄
道
事
業
法
案
︵
内
閣
提
出
第
六
号
︶

 

日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
案
︵
内
閣
提
出
第
七
号
︶

 

地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付

金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
︵
内
閣
提
出
第

八
号
︶

 

日
本
鉄
道
株
式
会
社
法
案
︵
伊
藤
茂
君
外
八
名
提
出
、
衆
法

第
一
号
︶

 

日
本
国
有
鉄
道
の
解
散
及
び
特
定
長
期
債
務
の
処
理
に
関
す

る
法
律
案
︵
伊
藤
茂
君
外
八
名
提
出
、
衆
法
第
二
号
︶

 

日
本
鉄
道
株
式
会
社
退
職
希
望
職
員
等
雇
用
対
策
特
別
措
置

法
案
︵
伊
藤
茂
君
外
八
名
提
出
、
衆
法
第
三
号
︶

―
―
―
―

◇―
―
―
―
―

○
細
田
委
員
長 

こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

 

内
閣
提
出
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
案
、
旅
客
鉄
道
株
式
会

社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
案
、
新
幹
線

鉄
道
保
有
機
構
法
案
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
案
、
日

本
国
有
鉄
道
退
職
希
望
職
員
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団

職
員
の
再
就
職
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
、
鉄
道
事
業

法
案
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
案
及
び
地
方
税
法

及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
並
び
に
伊
藤
茂
君
外
八
名
提

出
、
日
本
鉄
道
株
式
会
社
法
案
、
日
本
国
有
鉄
道
の
解
散
及
び

特
定
長
期
債
務
の
処
理
に
関
す
る
法
律
案
及
び
日
本
鉄
道
株
式

会
社
退
職
希
望
職
員
等
雇
用
対
策
特
別
措
置
法
案
の
各
案
を
一

括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

 

順
次
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
橋
本
運
輸
大
臣
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
案

 

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す

る
法
律
案

 

新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
法
案

 

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
案

 

日
本
国
有
鉄
道
退
職
希
望
職
員
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事

業
団
職
員
の
再
就
職
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

 

鉄
道
事
業
法
案

 

日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
案

 
 
 
 

︹
本
号
末
尾
に
掲
載
︺

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
橋
本
国
務
大
臣 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
日
本
国
有

鉄
道
改
革
法
案
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株

式
会
社
に
関
す
る
法
律
案
、
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
法
案
、
日

本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
案
、
日
本
国
有
鉄
道
退
職
希
望
職

員
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
職
員
の
再
就
職
の
促
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
案
、
鉄
道
事
業
法
案
及
び
日
本
国
有
鉄
道

改
革
法
等
施
行
法
案
、
以
上
七
件
の
提
案
理
由
に
つ
き
ま
し
て

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

 

初
め
に
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
案
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。

 

日
本
国
有
鉄
道
は
、
昭
和
二
十
四
年
日
本
国
有
鉄
道
法
の
施

行
に
よ
り
い
わ
ゆ
る
公
社
と
し
て
発
足
し
、
自
来
我
が
国
の
輸

送
の
大
宗
を
担
い
国
民
生
活
の
向
上
と
国
民
経
済
の
発
展
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

 

し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
四
十
年
代
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
急
速
な
進
展
、
航
空
輸
送
網
の
飛
躍
的
な
発
達
の
中
で
、
国

鉄
の
担
う
鉄
道
輸
送
は
我
が
国
交
通
体
系
の
中
で
次
第
に
独
占

的
地
位
を
失
い
、
こ
れ
と
と
も
に
そ
の
経
営
も
極
め
て
厳
し
い

環
境
に
置
か
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
昭
和

四
十
年
代
か
ら
国
鉄
経
営
は
年
々
悪
化
を
続
け
、
こ
れ
に
歯
ど

め
を
か
け
る
べ
く
四
次
に
わ
た
り
策
定
さ
れ
た
再
建
計
画
も
十

分
な
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
結
果
昭
和
六
十
一

年
度
末
に
お
け
る
累
積
欠
損
額
は
十
五
兆
八
千
億
円
も
の
巨
額

に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る
等
そ
の
事
業
の
経
営
が
破
綻
す
る
に

至
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
国
鉄
の
事
業
の
体
制
を
国
民

の
期
待
に
こ
た
え
得
る
体
制
に
再
生
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
昨
年
七
月
国
鉄
再
建
監
理
委

員
会
か
ら
﹁
国
鉄
改
革
に
関
す
る
意
見
﹂
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
﹁
意
見
﹂
で
は
、
現
行
の
公
共
企
業
体
に
よ
る
全
国
一
元

的
経
営
体
制
の
も
と
に
お
い
て
は
事
業
の
適
切
か
つ
健
全
な
運

営
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
に
、
い

わ
ゆ
る
分
割
・
民
営
化
を
基
本
と
し
て
国
鉄
の
改
革
を
実
現
す

る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
提
言
し
て
お
り

ま
す
。

 

政
府
と
し
て
は
、
こ
の
﹁
意
見
﹂
に
示
さ
れ
た
方
向
こ
そ
今

日
の
国
鉄
事
業
の
危
機
に
対
処
し
、
国
民
の
期
待
に
こ
た
え
る

最
善
の
道
で
あ
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

 

本
法
律
案
は
、
以
上
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
に
、
国
鉄
の
経

営
し
て
い
る
鉄
道
事
業
等
に
関
し
輸
送
需
要
の
動
向
に
的
確
に

対
処
し
得
る
適
切
か
つ
健
全
な
運
営
の
体
制
を
実
現
す
る
べ

く
、
こ
れ
ら
事
業
の
経
営
形
態
に
つ
い
て
分
割
・
民
営
化
を
基

本
と
し
た
抜
本
的
な
改
革
を
実
施
す
る
た
め
、
そ
の
基
本
的
事

項
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

 

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

 

第
一
に
、
日
本
国
有
鉄
道
に
よ
る
鉄
道
事
業
等
に
関
し
効
率

的
な
経
営
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
そ
の
経
営
形
態
の
抜
本
的

な
改
革
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
に
関
し
、

 

ま
ず
、
六
の
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
よ
る
旅
客
鉄
道
事
業
の

引
き
継
ぎ
、
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
に
よ
る
新
幹
線
鉄
道
の
一

括
保
有
及
び
貸
し
付
け
、
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
よ
る
貨

物
鉄
道
事
業
の
引
き
継
ぎ
な
ど
日
本
国
有
鉄
道
の
事
業
等
を
そ

れ
ぞ
れ
適
切
な
法
人
に
引
き
継
が
せ
る
こ
と
。

 

次
に
、
北
海
道
、
四
国
及
び
九
州
の
各
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

に
、
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
の
基
金
を
置
く
も
の
と
す
る
こ

と
。

 

ま
た
、
日
本
国
有
鉄
道
を
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
に

移
行
さ
せ
、
資
産
、
債
務
等
の
処
理
及
び
職
員
の
再
就
職
促
進

の
た
め
の
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

 

さ
ら
に
、
国
は
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
の
償

還
等
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
策
定
す
る
と

と
も
に
、
こ
れ
に
従
っ
て
必
要
な
助
成
等
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
及
び
、
国
は
、
日
本
国
有
鉄
道
の
改
革
の
実

施
に
伴
い
一
時
に
多
数
の
職
員
が
再
就
職
を
必
要
と
す
る
こ
と

と
な
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
再
就
職
の
機
会
の
確
保
及
び
再
就

職
の
援
助
等
の
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ

とな
ど
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
二
に
、
日
本
国
有
鉄
道
の
改
革
の
実
施
の
た
め
、
運
輸
大

臣
に
よ
る
日
本
国
有
鉄
道
の
事
業
等
の
引
き
継
ぎ
等
に
関
す
る

基
本
計
画
の
策
定
、
日
本
国
有
鉄
道
に
よ
る
実
施
計
画
の
作
成
、

承
継
法
人
の
職
員
の
採
用
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団
か
ら
の
資
産
、

債
務
の
日
本
国
有
鉄
道
へ
の
承
継
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を

設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
三
に
、
日
本
国
有
鉄
道
の
改
革
は
昭
和
六
十
二
年
四
月
一

日
に
実
施
す
る
も
の
と
し
、
同
日
に
お
い
て
日
本
国
有
鉄
道
法

及
び
日
本
国
有
鉄
道
法
施
行
法
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

 

次
に
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

 

本
法
律
案
は
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
に
定
め
る
方
針
に
従

い
、
六
の
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

を
設
立
し
、
鉄
道
事
業
に
関
し
、
輸
送
需
要
の
動
向
に
的
確
に

対
応
し
得
る
適
切
か
つ
健
全
な
運
営
の
体
制
を
実
現
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。



二

 

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

 

第
一
に
、
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
東
日
本
旅
客
鉄
道

株
式
会
社
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
西
日
本
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
九
州
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
は
、
旅
客
鉄
道
事
業
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
経
営

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
し
、
日
本
貨
物
鉄
道
株

式
会
社
は
、
貨
物
鉄
道
事
業
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
経

営
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

ま
た
会
社
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
自
動
車
運
送
事

業
そ
の
他
の
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。

 

第
二
に
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
東
海
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
、
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株

式
会
社
に
つ
い
て
社
債
発
行
限
度
の
特
例
を
設
け
る
と
と
も

に
、
会
社
の
社
債
権
者
に
会
社
の
財
産
に
対
す
る
先
取
特
権
を

認
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
会
社
の
監
督
等
に
関

し
、
新
株
の
発
行
、
社
債
の
募
集
、
長
期
借
入
金
、
代
表
取
締

役
及
び
監
査
役
の
選
定
等
の
決
議
事
業
計
画
、
重
要
な
財
産
の

譲
渡
、
定
款
の
変
更
等
の
決
議
等
に
つ
い
て
運
輸
大
臣
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
三
に
、
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
四
国
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
及
び
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
経
営
安
定
基
金
を
置

く
こ
と
と
し
、
そ
の
管
理
及
び
取
り
崩
し
の
制
限
等
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
四
に
、
会
社
の
設
立
に
際
し
て
発
行
す
る
株
式
の
総
数
は

日
本
国
有
鉄
道
が
引
き
受
け
る
も
の
と
し
、
会
社
の
成
立
は
日

本
国
有
鉄
道
法
の
廃
止
の
と
き
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

ま
た
政
府
は
、
会
社
の
設
立
後
五
年
間
を
限
り
、
国
会
の
議

決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
会
社
の
社
債
に
つ
い
て
保

証
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
保
証
契
約
を

し
た
社
債
に
資
金
運
用
部
資
金
等
を
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

次
に
、
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
法
案
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。

 

本
法
律
案
は
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
に
定
め
る
方
針
に
従

い
、
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
を
設
立
し
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

の
経
営
基
盤
の
均
衡
化
及
び
こ
れ
ら
の
施
設
に
係
る
利
用
者
の

負
担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
に
係
る
鉄
道
施
設

を
一
括
し
て
保
有
し
、
こ
れ
を
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
貸
し
付

け
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

 

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

 

第
一
に
、
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
は
、
新
幹
線
鉄
道
が
我
が

国
の
基
幹
的
輸
送
機
関
と
し
て
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
に
果
た

し
て
い
る
役
割
に
か
ん
が
み
、
新
幹
線
鉄
道
を
経
営
す
る
旅
客

鉄
道
株
式
会
社
の
経
営
基
盤
の
均
衡
化
と
利
用
者
の
負
担
の
適

正
化
を
図
る
た
め
、
当
該
新
幹
線
鉄
道
を
一
括
し
て
保
有
し
、

貸
し
付
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
人
と
し
、
新
幹
線
鉄
道
に

係
る
鉄
道
施
設
の
旅
客
鉄
道
会
社
へ
の
貸
し
付
け
、
大
規
模
災

害
復
旧
工
事
の
実
施
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
二
に
、
機
構
は
そ
の
保
有
す
る
新
幹
線
鉄
道
施
設
を
旅
客

鉄
道
会
社
に
有
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
と
し
、
会
社

は
こ
れ
を
借
り
受
け
る
も
の
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
貸
付
料

の
年
額
及
び
貸
付
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
及
び
運
輸
省

令
で
定
め
る
基
準
、
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
三
に
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
は
、
借
り
受
け
て
い
る
新
幹

線
鉄
道
施
設
に
つ
い
て
大
規
模
災
害
復
旧
工
事
を
行
う
こ
と
に

つ
い
て
機
構
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。

 

第
四
に
、
政
府
は
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
に

お
い
て
機
構
の
長
期
借
入
金
ま
た
は
債
券
に
係
る
債
務
に
つ
い

て
保
証
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
五
に
、
機
構
の
監
督
等
に
関
し
、
事
業
計
画
、
借
入
金
、

業
務
方
法
書
の
作
成
、
利
益
及
び
損
失
の
処
理
、
償
還
計
画
、

重
要
な
財
産
の
処
分
等
に
つ
い
て
運
輸
大
臣
の
認
可
を
要
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
六
に
、
機
構
は
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
の
意
見
を

聞
い
て
、
東
北
新
幹
線
の
建
設
中
の
区
間
の
建
設
を
行
う
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

 

次
に
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
案
に
つ
き
ま
し
て
御

説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

 

本
法
律
案
は
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
に
定
め
る
方
針
に
従

い
、
日
本
国
有
鉄
道
を
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
に
移
行
さ

せ
、
そ
の
資
産
、
債
務
等
を
処
理
す
る
た
め
の
業
務
等
を
行
わ

せ
る
と
と
も
に
、
臨
時
に
、
そ
の
職
員
の
再
就
職
の
促
進
を
図

る
た
め
の
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

 

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

 

第
一
に
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
は
、
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
等
に
よ
る
日
本
国
有
鉄
道
か
ら
の
事
業
等
の
引
き
継
ぎ
並

び
に
権
利
及
び
義
務
の
承
継
等
の
後
に
お
い
て
、
国
鉄
長
期
債

務
等
の
償
還
、
日
本
国
有
鉄
道
資
産
の
処
分
等
を
適
切
に
行
い
、

も
っ
て
改
革
法
に
基
づ
く
施
策
の
円
滑
な
遂
行
に
資
す
る
と
と

も
に
、
臨
時
に
、
そ
の
職
員
の
う
ち
再
就
職
を
必
要
と
す
る
者

に
つ
い
て
そ
の
促
進
の
た
め
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す

る
法
人
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
二
に
、
事
業
団
に
資
産
処
分
審
議
会
を
置
き
、
資
産
処
分

業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
、
重
要
な
資
産
処
分
等
に
つ
い

て
そ
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。

 

第
三
に
、
事
業
団
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
国
鉄

長
期
債
務
等
の
償
還
、
資
産
の
処
分
、
そ
の
所
有
す
る
土
地
に

係
る
宅
地
の
造
成
等
の
業
務
及
び
臨
時
に
職
員
の
再
就
職
促
進

の
た
め
の
業
務
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
事
業

団
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
そ
の
業
務
の
円
滑
な
遂
行

に
資
す
る
た
め
に
投
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
さ
ら

に
、
そ
の
土
地
の
処
分
に
つ
い
て
公
正
か
つ
適
切
な
実
施
を
確

保
す
る
た
め
、
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
準
じ
た
方
法
等
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
四
に
、
政
府
は
事
業
団
の
債
務
の
償
還
等
の
確
実
か
つ
円

滑
な
実
施
を
図
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
、
事
業
団
の
債
務
の

償
還
等
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
定
め
、
こ
れ
に
従
い
予
算

の
範
囲
内
に
お
い
て
補
助
金
等
を
交
付
し
、
ま
た
は
そ
の
他
の

援
助
を
す
る
も
の
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
事
業
団
は
債
務

の
償
還
等
を
確
実
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
償
還
実
施
方

針
を
定
め
、
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
し
、
ま
た
資
産
の
効
果
的
処
分
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
必

要
な
資
金
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

 

第
五
に
、
政
府
は
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
に
お

い
て
事
業
団
の
債
務
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
事
業
団
の
監
督
に
関
し
、
事
業
計
画
、

借
入
金
等
に
つ
い
て
運
輸
大
臣
の
認
可
を
要
す
る
こ
と
と
い
た

し
て
お
り
ま
す
。

 

第
六
に
、
日
本
国
有
鉄
道
は
日
本
国
有
鉄
道
法
の
廃
止
の
と

き
に
お
い
て
事
業
団
に
な
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
法

律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定

め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

次
に
、
日
本
国
有
鉄
道
退
職
希
望
職
員
及
び
日
本
国
有
鉄
道

清
算
事
業
団
職
員
の
再
就
職
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

 

本
法
律
案
は
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
の
規
定
に
よ
る
日
本

国
有
鉄
道
の
改
革
を
確
実
か
つ
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
の
施
策

の
実
施
に
伴
い
、
一
時
に
多
数
の
再
就
職
を
必
要
と
す
る
職
員

が
発
生
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
の
者
の
早
期
か
つ
円

滑
な
再
就
職
の
促
進
を
図
り
、
そ
の
職
業
の
安
定
に
資
す
る
た

め
、
当
該
改
革
前
に
お
い
て
も
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
の
う
ち

再
就
職
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
再
就
職
の
機
会
の
確
保
等
に

関
す
る
特
別
の
措
置
を
緊
急
に
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
改
革

後
に
お
い
て
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
職
員
に
な
っ
た
者

の
う
ち
再
就
職
を
必
要
と
す
る
者
に
つ
い
て
再
就
職
の
機
会
の

確
保
及
び
再
就
職
の
援
助
等
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
講
ず
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

 

次
に
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

 

第
一
に
、
国
鉄
退
職
希
望
職
員
に
関
す
る
措
置
と
し
て
、

 

ま
ず
国
は
、
再
就
職
促
進
方
針
を
定
め
る
と
と
も
に
、
国
、

特
殊
法
人
等
及
び
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
職
員
の
採
用
、
国
に

よ
る
事
業
主
団
体
に
対
す
る
協
力
要
請
、
日
本
国
有
鉄
道
に
よ

る
関
連
事
業
主
に
対
す
る
雇
い
入
れ
の
要
請
等
の
再
就
職
の
機

会
の
確
保
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 

ま
た
、
公
共
職
業
安
定
所
に
よ
る
職
業
紹
介
等
及
び
国
に
よ

る
日
本
国
有
鉄
道
に
対
す
る
助
言
、
指
導
等
国
鉄
退
職
希
望
職

員
の
再
就
職
の
援
助
等
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と

を
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
二
に
、
清
算
事
業
団
職
員
に
関
す
る
措
置
と
し
て
、

 

ま
ず
国
は
、
再
就
職
促
進
基
本
計
画
を
、
三
年
内
に
す
べ
て

の
職
員
の
再
就
職
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
し
て

策
定
す
る
と
と
も
に
、
清
算
事
業
団
に
お
い
て
、
毎
事
業
年
度
、

再
就
職
促
進
基
本
計
画
の
内
容
に
即
し
て
、
実
施
計
画
を
策
定

す
る
こ
と
。

 

次
に
、
国
、
特
殊
法
人
等
及
び
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
職
員

の
採
用
、
国
に
よ
る
事
業
主
団
体
に
対
す
る
協
力
要
請
、
清
算

事
業
団
に
よ
る
関
連
事
業
主
に
対
す
る
雇
い
入
れ
の
要
請
等
の

清
算
事
業
団
職
員
の
再
就
職
の
機
会
の
確
保
に
関
す
る
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

 

さ
ら
に
、
清
算
事
業
団
に
よ
る
教
育
訓
練
、
職
業
紹
介
等
の

業
務
の
実
施
、
国
等
に
よ
る
職
業
訓
練
、
職
業
紹
介
等
に
関
す

る
措
置
及
び
清
算
事
業
団
に
対
す
る
援
助
並
び
に
雇
用
促
進
事

業
団
に
よ
る
援
護
業
務
の
実
施
等
清
算
事
業
団
職
員
の
再
就
職

の
援
助
等
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と

を
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
三
に
、
本
法
律
案
は
、
昭
和
六
十
五
年
四
月
一
日
限
り
、

そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

次
に
、
鉄
道
事
業
法
案
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

 

本
法
律
案
は
、
国
鉄
改
革
関
連
法
案
の
一
環
と
し
て
、
日
本

国
有
鉄
道
が
分
割
・
民
営
化
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
現
在
日
本

国
有
鉄
道
の
行
っ
て
い
る
鉄
道
事
業
が
民
営
鉄
道
事
業
と
な
る

こ
と
か
ら
、
地
方
鉄
道
法
を
廃
止
し
新
た
に
鉄
道
事
業
に
関
す

る
一
元
的
な
法
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鉄
道
等
の
利

用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
と
と
も
に
鉄
道
事
業
等
の
健
全
な
発

達
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

 

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

 

第
一
に
、
日
本
国
有
鉄
道
の
改
革
後
の
新
体
制
に
対
応
す
る

と
と
も
に
、
鉄
道
に
対
す
る
投
資
を
円
滑
に
し
、
鉄
道
事
業
の

今
後
の
発
展
を
期
す
る
た
め
、
鉄
道
の
経
営
と
所
有
の
分
離
を

認
め
、
免
許
の
種
別
を
第
一
種
鉄
道
事
業
、
第
二
種
鉄
道
事
業

及
び
第
三
種
鉄
道
事
業
に
区
分
し

て
定
め
る
こ
と
等
鉄
道
事
業
の
免
許
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を

設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
二
に
、
安
全
面
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
現
行
地
方
鉄
道
法
と

比
較
し
て
大
幅
に
規
制
の
緩
和
、
手
続
の
簡
素
化
を
図
っ
た
上

で
、
工
事
の
施
行
の
認
可
、
列
車
の
運
行
計
画
の
届
け
出
等
に

つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

特
に
技
術
上
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
事
業
者
が
一
定
の

要
件
を
満
た
す
設
計
管
理
者
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
工
事
の

施
行
の
認
可
及
び
車
両
の
確
認
に
つ
い
て
、
認
可
制
を
届
け
出

制
に
す
る
等
大
幅
に
簡
略
化
さ
れ
た
手
続
に
よ
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

 

第
三
に
、
運
賃
及
び
料
金
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
る
こ

と
、
一
定
の
範
囲
の
割
引
に
つ
い
て
は
届
け
出
を
も
っ
て
足
り

る
も
の
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
四
に
、
運
輸
に
関
す
る
協
定
の
届
け
出
、
運
行
管
理
業
務

等
の
管
理
の
受
委
託
、
事
業
の
譲
渡
譲
受
、
事
業
の
休
廃
止
等

の
許
可
ま
た
は
認
可
、
事
業
改
善
命
令
、
免
許
の
取
り
消
し
ま

た
は
失
効
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

 

第
五
に
、
索
道
事
業
の
経
営
の
許
可
、
専
用
鉄
道
等
の
設
置

の
届
け
出
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

 

第
六
に
、
運
輸
大
臣
が
行
う
鉄
道
施
設
ま
た
は
索
道
施
設
の

検
査
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
、
指
定
検
査
機
関
に
も
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を

設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

最
後
に
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
案
に
つ
き
ま
し

て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

 

本
法
律
案
は
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
六
本
の
法
律
の
施

行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
を
行
い
、
国
鉄
改
革
の
円

滑
な
実
施
と
改
革
後
の
新
た
な
法
体
系
の
整
備
を
図
る
こ
と
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

 

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

 

第
一
に
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
の
施
行
の
た
め
の
措
置

と
し
て
、
旅
客
会
社
及
び
貨
物
会
社
が
日
本
国
有
鉄
道
か
ら
引

き
継
い
だ
鉄
道
事
業
そ
の
他
の
事
業
に
つ
い
て
関
係
事
業
法
に

基
づ
く
免
許
等
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
等
会
社
の
日
本

国
有
鉄
道
か
ら
の
権
利
及
び
義
務
の
承
継
に
伴
う
所
要
の
経
過

措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
二
に
、
日
本
国
有
鉄
道
法
の
廃
止
に
伴
い
、
日
本
国
有
鉄

道
の
昭
和
六
十
一
年
度
の
決
算
の
処
理
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

の
事
項
に
つ
い
て
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

 

第
三
に
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
の
施
行
に
伴
い
、
会
計

検
査
院
法
等
計
百
五
十
二
件
の
関
係
法
律
に
つ
い
て
廃
止
ま
た

は
規
定
の
整
備
等
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
い
所
要
の
経

過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

以
上
が
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
案
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
案
、
新
幹
線
鉄

道
保
有
機
構
法
案
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
案
、
日
本

国
有
鉄
道
退
職
希
望
職
員
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
職



三

員
の
再
就
職
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
、
鉄
道
事
業
法

案
及
び
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
案
を
提
案
す
る
理
由

で
あ
り
ま
す
。

 

何
と
ぞ
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
成
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
細
田
委
員
長 

次
に
、
葉
梨
自
治
大
臣
。

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付

金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

 
 
 
 

︹
本
号
末
尾
に
掲
載
︺

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
葉
梨
国
務
大
臣 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
地
方
税
法

及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
と
そ
の
要
旨
に

つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

 

日
本
国
有
鉄
道
の
経
営
形
態
の
改
革
及
び
鉄
道
事
業
法
の
制

定
に
伴
う
地
方
税
制
上
の
措
置
と
し
て
、
日
本
国
有
鉄
道
に
係

る
固
定
資
産
税
等
の
非
課
税
措
置
及
び
日
本
国
有
鉄
道
有
資
産

所
在
市
町
村
納
付
金
等
に
係
る
制
度
を
廃
止
し
、
あ
わ
せ
て
旅

客
鉄
道
株
式
会
社
等
が
日
本
国
有
鉄
道
か
ら
承
継
し
た
固
定
資

産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
等
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
本
来
の
事
業
の
用

に
供
す
る
不
動
産
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
措
置
等
を

講
ず
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

 

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
案
い
た
し
ま
し
た
理
由
で
あ
り

ま
す
。

 

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
要
旨
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。

 

第
一
は
、
地
方
税
法
の
改
正
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。

 

そ
の
一
は
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
の
改

正
で
あ
り
ま
す
。
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
き
ま
し

て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
に
つ
い
て
非
課
税
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

そ
の
二
は
、
事
業
税
に
つ
い
て
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
事
業

税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
に
つ
い
て

非
課
税
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
の

収
益
事
業
以
外
の
事
業
の
所
得
に
つ
い
て
非
課
税
措
置
を
講
ず

る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

そ
の
三
は
、
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。

 

不
動
産
取
得
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事

業
団
及
び
新
幹
線
鉄
道
保
有
機
構
が
直
接
そ
の
本
来
の
事
業
の

用
に
供
す
る
一
定
の
不
動
産
の
取
得
に
つ
い
て
非
課
税
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

ま
た
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
ま
た
は
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事

業
団
か
ら
無
償
で
譲
渡
を
受
け
た
特
定
地
方
交
通
線
等
に
係
る

一
定
の
不
動
産
に
つ
い
て
、
一
定
の
期
間
に
取
得
し
た
場
合
に

限
り
、
非
課
税
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

そ
の
四
は
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
の
改

正
で
あ
り
ま
す
。

 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
日
本
国

有
鉄
道
清
算
事
業
団
が
直
接
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る

た
め
所
有
す
る
一
定
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
非
課
税
措
置
を
講

ず
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

ま
た
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
等
が
所
有
す
る
日
本
国
有
鉄

道
か
ら
承
継
し
た
一
定
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
四

年
度
か
ら
昭
和
七
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
に
限
り
、
課

税
標
準
を
そ
の
価
格
の
二
分
の
一
の
額
と
す
る
と
と
も
に
、
あ

わ
せ
て
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
ま
た
は
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
所
有
す
る
直
接
そ
の

本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
一
定
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
昭

和
六
十
四
年
度
か
ら
昭
和
七
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
に

限
り
、
課
税
標
準
を
そ
の
価
格
の
二
分
の
一
の
額
と
す
る
特
例

措
置
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま

す
。

 

そ
の
五
は
、
電
気
税
に
つ
い
て
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
電
気

税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
主
と
し
て
電
気
を
動
力
と
し
て
鉄
道
事

業
を
営
む
者
に
該
当
し
な
い
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
直
接
旅
客

の
運
送
の
用
に
使
用
す
る
電
気
に
つ
い
て
、
昭
和
七
十
二
年
五

月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
、
非
課
税
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
い

た
し
て
お
り
ま
す
。

 

そ
の
六
は
、
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
の
改
正
で
あ
り
ま

す
。
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
幹
線
鉄
道
保
有

機
構
が
設
置
す
る
鉄
道
の
用
に
供
す
る
一
定
の
施
設
の
用
に
供

す
る
土
地
ま
た
は
そ
の
取
得
に
つ
い
て
非
課
税
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

そ
の
七
は
、
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。

自
動
車
取
得
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
定
地
方
交
通
線
を
廃
止

す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
一
般
乗
り
合
い
旅

客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、
政
府
の
補
助
に
係
る

転
換
交
付
金
の
交
付
を
受
け
て
昭
和
六
十
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
に
取
得
し
た
一
定
の
一
般
乗
り
合
い
用
バ
ス
に
つ
い
て
、

非
課
税
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

そ
の
八
は
、
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。

軽
油
引
取
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
が

一
定
の
機
械
の
動
力
源
の
用
に
供
す
る
軽
油
の
引
き
取
り
に
つ

い
て
課
税
免
除
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

そ
の
九
は
、
事
業
所
税
に
つ
い
て
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
事

業
所
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
東

海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日

本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
が
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
一

定
の
施
設
に
係
る
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
、
一
定
の
期
間

そ
の
二
分
の
一
を
控
除
す
る
と
と
も
に
、
北
海
道
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
九
州
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
分
の
三
を
控
除
す
る
こ
と
と
い
た
し

て
お
り
ま
す
。

 

第
二
は
、
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に

関
す
る
法
律
の
改
正
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。

 

題
名
を
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
に
改
め
る
ほ

か
、
日
本
国
有
鉄
道
の
経
営
形
態
の
改
革
に
伴
い
、
日
本
国
有

鉄
道
有
資
産
所
在
市
町
村
納
付
金
等
に
係
る
制
度
を
廃
止
す
る

こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

な
お
、
日
本
国
有
鉄
道
の
経
営
形
態
の
改
革
に
伴
う
固
定

資
産
税
体
系
へ
の
移
行
は
昭
和
六
十
四
年
度
か
ら
と
し
、
昭
和

六
十
三
年
度
ま
で
は
日
本
国
有
鉄
道
有
資
産
所
在
市
町
村
納
付

金
及
び
日
本
国
有
鉄
道
有
資
産
所
在
都
道
府
県
納
付
金
を
納
付

す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

以
上
が
、
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金

及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提

案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
。

 

何
と
ぞ
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
細
田
委
員
長 

次
に
、
戸
田
菊
雄
君
。

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

日
本
鉄
道
株
式
会
社
法
案

 

日
本
国
有
鉄
道
の
解
散
及
び
特
定
長
期
債
務
の
処
理
に
関
す

る
法
律
案

 

日
本
鉄
道
株
式
会
社
退
職
希
望
職
員
等
雇
用
対
策
特
別
措
置

法
案

 
 
 
 

︹
本
号
末
尾
に
掲
載
︺

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
戸
田
議
員 

私
は
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
を
代
表
し
て
、

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
日
本
鉄
道
株
式
会
社
法
案
、
日

本
国
有
鉄
道
の
解
散
及
び
特
定
長
期
債
務
の
処
理
に
関
す
る
法

律
案
及
び
日
本
鉄
道
株
式
会
社
退
職
希
望
職
員
等
雇
用
対
策
特

別
措
置
法
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
と
概
要
に
つ
い
て
御

説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

 

今
、
百
十
五
年
の
歴
史
を
持
つ
国
鉄
を
ど
う
改
革
す
る
の
か
、

ま
さ
に
正
念
場
に
直
面
し
て
お
り
ま
す
。
深
刻
な
国
鉄
の
危
機

の
根
源
を
正
し
く
究
明
し
、
将
来
に
禍
根
を
残
さ
ぬ
よ
う
慎
重

か
つ
徹
底
し
た
審
議
を
行
い
、
国
民
合
意
の
再
建
策
を
つ
く
り

上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ま
さ
に
国
会
の
責
任
で

あ
り
、
多
数
の
力
で
強
行
成
立
を
図
る
な
ど
は
絶
対
に
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

 

政
府
提
出
法
案
に
は
多
く
の
問
題
点
が
あ
り
ま
す
が
、
第
一

に
、
国
鉄
の
公
共
交
通
に
お
け
る
役
割
を
否
定
し
、
地
方
交
通

線
な
ど
不
採
算
部
門
の
鉄
道
事
業
の
休
廃
止
は
促
進
さ
れ
、
ま

た
安
全
の
確
保
は
後
退
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
第
二
に
、

国
民
負
担
と
さ
れ
た
十
六
兆
七
千
億
円
の
処
理
方
法
も
明
確
で

な
く
、
非
事
業
用
地
の
売
却
に
つ
い
て
も
随
意
契
約
に
よ
る
売

却
の
道
を
開
き
、
利
権
の
温
床
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
第
三
に
、
国
鉄
再
建
監
理
委
員
会
答
申
の
言
う
﹁
民
営

化
に
よ
る
経
営
の
自
主
性
の
確
保
﹂
に
つ
い
て
は
、
民
営
と
は

名
ば
か
り
で
、
事
業
運
営
の
多
く
は
運
輸
大
臣
の
権
限
の
も
と

で
左
右
さ
れ
、
運
輸
官
僚
に
よ
る
支
配
の
強
化
と
権
限
の
肥
大

化
を
招
き
ま
す
。
第
四
は
、
資
産
等
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
新

会
社
に
承
継
さ
れ
る
が
、
国
鉄
職
員
は
事
実
上
一
た
ん
す
べ
て

解
雇
さ
れ
、
差
別
、
選
別
の
上
、
一
部
の
者
だ
け
が
新
規
採
用

さ
れ
る
と
い
う
、
近
代
社
会
で
は
考
え
ら
れ
な
い
不
当
な
措
置

で
あ
り
、
団
体
交
渉
権
さ
え
事
実
上
奪
わ
れ
る
な
ど
違
憲
の
疑

い
さ
え
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
第
五
は
、
昭
和
六
十
五
年
度
以
降

の
年
金
の
展
望
に
つ
い
て
も
明
示
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

 

よ
っ
て
、
わ
が
党
は
、
こ
の
よ
う
な
政
府
案
に
は
強
く
反
対

す
る
と
同
時
に
、
国
鉄
の
経
営
、
機
能
、
雇
用
の
諸
問
題
を
解

決
し
、
真
に
国
民
の
側
に
立
っ
た
国
鉄
の
再
建
を
実
現
す
る
た

め
の
改
革
案
と
し
て
、
言
う
な
ら
ば
国
民
共
同
の
対
案
を
提
出

し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

 

次
に
、
わ
が
党
の
提
案
の
基
本
的
考
え
方
を
六
つ
の
重
点
と

し
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

 

第
一
点
は
、
国
鉄
が
担
っ
て
き
た
公
共
的
機
能
を
維
持
発
展

さ
せ
る
た
め
に
、
国
の
責
任
で
そ
の
機
能
を
果
た
す
新
事
業
体

を
設
立
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

 

第
二
点
は
、
新
事
業
体
は
、
分
割
で
な
く
全
国
一
社
と
し
、

地
方
交
通
線
を
含
む
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
す
る
こ
と
、

そ
の
た
め
新
事
業
体
に
国
鉄
の
資
産
と
事
業
の
す
べ
て
を
引
き

継
が
せ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

 

第
三
点
は
、
国
鉄
危
機
の
原
因
と
な
っ
て
き
た
政
府
の
干
渉
、

制
約
、
無
理
な
計
画
や
負
担
の
押
し
つ
け
を
排
除
し
、
経
営
の

自
主
性
と
健
全
な
経
営
を
全
面
的
に
確
保
し
、
事
業
分
野
の
拡

大
を
保
障
す
る
た
め
に
株
式
会
社
の
形
態
を
と
る
と
と
も
に
、

国
民
各
層
の
代
表
で
構
成
す
る
経
営
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

 

第
四
点
は
、
公
共
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
は
基

本
的
に
国
が
負
担
あ
る
い
は
補
助
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

 

第
五
点
は
、
累
積
債
務
の
処
理
に
つ
い
て
、
国
の
政
策
の
失

敗
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
は
、
新
事
業
体
と
切
り
離
し
、
国
の

責
任
で
処
理
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

 

第
六
点
は
、
国
鉄
職
員
は
す
べ
て
新
事
業
体
が
引
き
継
ぎ
、

労
使
協
議
に
よ
っ
て
適
正
人
員
を
定
め
、
退
職
希
望
職
員
の
職

業
と
生
活
の
安
定
を
確
保
す
る
た
め
、
新
事
業
体
と
国
の
責
任

に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

 

次
に
、
各
法
律
案
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

 

ま
ず
、
日
本
鉄
道
株
式
会
社
法
案
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し

ま
す
。

 

第
一
に
、
日
本
鉄
道
株
式
会
社
は
、
国
鉄
の
事
業
を
承
継
し
、

全
国
的
な
鉄
道
事
業
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
自
動
車
運
送
事

業
及
び
連
絡
船
事
業
を
本
来
の
業
務
と
し
て
経
営
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
設
立
す
る
株
式
会
社
と
し
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
必
要

な
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
二
に
、
会
社
は
、
わ
が
国
の
基
幹
的
輸
送
機
関
で
あ
る
鉄

道
の
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
輸
送
そ
の
他
の
公
共
的
輸
送

を
担
う
企
業
体
と
し
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
中
心
と

な
っ
て
進
め
る
総
合
交
通
体
系
の
整
備
確
立
に
寄
与
し
、
も
っ

て
公
共
の
福
祉
の
増
進
と
国
民
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
責
務

を
有
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
三
に
、
会
社
に
は
、
本
社
の
ほ
か
、
全
国
七
ブ
ロ
ッ
ク
に

そ
れ
ぞ
れ
支
社
を
置
き
、
各
支
社
ご
と
に
、
地
域
の
輸
送
需
要

に
適
切
に
対
応
し
た
効
率
的
な
事
業
運
営
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
支
社
に
対
し
、
大
幅
に
権
限
を
委
譲
す
る
分
権
化

を
図
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

 

第
四
に
、
政
府
は
、
会
社
の
発
行
済
み
株
式
総
数
の
十
分
の

七
以
上
を
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

 

第
五
に
、
本
社
に
経
営
委
員
会
を
置
き
、
会
社
の
経
営
の

基
本
方
針
及
び
事
業
計
画
等
の
業
務
執
行
に
関
す
る
重
要
事
項

は
、
経
営
委
員
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
と
と
も
に
、
支
社
に
も
そ
れ
ぞ
れ
地
方
経
営
委
員
会
を
置
き
、

業
務
区
域
内
の
重
要
事
項
を
そ
こ
で

も
議
決
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
六
に
、
政
府
は
、
会
社
の
債
務
に
関
す
る
保
証
契
約
及
び

事
業
資
金
の
無
利
子
貸
し
付
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
と
と
も
に
、
鉄
道
新
線
の
建
設
費
、
災
害
復
旧
費
を
補
助

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
政
府
は
、

当
分
の
間
、
国
民
生
活
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
地
方
鉄
道
営
業

線
で
あ
っ
て
、
収
支
均
衡
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
運
営
費
の
一
部
を
補
助
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
も
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
七
に
、
運
輸
大
臣
に
対
す
る
事
業
計
画
の
届
け
出
等
必
要

最
小
限
度
の
政
府
の
監
督
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ

と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

次
に
、
日
本
国
有
鉄
道
の
解
散
及
び
特
定
長
期
債
務
の
処
理

に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

 

第
一
に
、
日
本
国
有
鉄
道
は
、
日
本
鉄
道
株
式
会
社
の
成
立

の
と
き
に
お
い
て
解
散
す
る
こ
と
と
し
、
解
散
の
と
き
に
有
す

る
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
の
う
ち
、
長
期
の
資
金
に
係
る

債
務
で
政
令
で
定
め
る
特
定
長
期
債
務
以
外
の
も
の
は
、
国
鉄

の
解
散
の
と
き
に
お
い
て
、
会
社
が
承
継
す
る
こ
と
と
い
た
し

て
お
り
ま
す
。



四

 

第
二
に
、
会
社
の
成
立
の
際
、
現
に
国
鉄
の
職
員
で
あ
る
者

は
、
会
社
の
成
立
の
と
き
に
会
社
の
職
員
と
な
る
も
の
と
い
た

し
て
お
り
ま
す
。

 

第
三
に
、
国
鉄
は
、
解
散
し
た
後
も
清
算
の
目
的
の
範
囲
内

に
お
い
て
な
お
存
続
す
る
こ
と
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
清
算
中

の
国
鉄
に
対
し
、
特
定
長
期
債
務
の
返
済
が
完
了
す
る
ま
で
の

期
間
中
に
、
債
務
の
償
還
計
画
を
定
め
て
資
金
の
交
付
等
を
行

う
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

最
後
に
、
日
本
鉄
道
株
式
会
社
退
職
希
望
職
員
等
雇
用
対
策

特
別
措
置
法
案
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

 

第
一
に
、
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
有
鉄
道
か
ら
移
行
し
た
日

本
鉄
道
株
式
会
社
の
退
職
希
望
職
員
及
び
希
望
退
職
者
に
つ
い

て
特
別
給
付
金
の
支
給
及
び
再
就
職
の
促
進
に
関
す
る
特
別
の

措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
退
職
希
望
職
員
等
の
職
業
及
び
生
活
の

安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
二
に
、
退
職
希
望
職
員
等
の
再
就
職
促
進
に
関
す
る
国
及

び
会
社
の
責
務
を
定
め
る
と
と
も
に
、
特
に
、
会
社
は
、
こ
の

法
律
に
定
め
る
措
置
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
退
職
を
希

望
す
る
職
員
の
募
集
に
応
ず
る
こ
と
等
を
強
要
し
、
ま
た
は
職

員
が
労
働
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
差
別

的
取
り
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

 

第
三
に
、
退
職
希
望
職
員
等
の
再
就
職
促
進
に
つ
い
て
、
国

は
再
就
職
促
進
基
本
計
画
及
び
採
用
促
進
計
画
を
、
会
社
は
再

就
職
促
進
実
施
計
画
を
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

 

な
お
、
こ
れ
ら
の
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
会
社
は
、

労
働
組
合
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

 

第
四
に
、
退
職
希
望
職
員
等
の
再
就
職
先
の
確
保
に
つ
い
て

で
あ
り
ま
す
が
、
国
は
率
先
し
て
退
職
希
望
職
員
等
を
採
用
す

る
と
と
も
に
、
特
殊
法
人
等
及
び
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
退

職
希
望
職
員
等
を
採
用
す
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
と
い
た
し
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
国
は
、
退
職
希
望
職
員
等
を
雇
い
入
れ
る

一
般
事
業
主
に
対
し
、
退
職
希
望
職
員
等
雇
用
助
成
金
を
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

第
五
に
、
希
望
退
職
者
に
支
給
す
る
特
別
給
付
金
に
つ
い
て

で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
、
今
年
度
に
限
っ
た
特
別
措
置
と
し
て

支
給
さ
れ
て
い
る
特
別
給
付
金
を
五
年
間
に
わ
た
っ
て
支
給
す

る
こ
と
と
し
、
こ
の
た
め
、
日
本
国
有
鉄
道
の
経
営
す
る
事
業

の
運
営
の
改
善
の
た
め
に
昭
和
六
十
一
年
度
に
お
い
て
緊
急
に

講
ず
べ
き
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
措

置
を
講
じ
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

以
上
の
ほ
か
、
国
の
体
制
の
整
備
、
雇
用
促
進
事
業
団
の
援

護
業
務
等
、
退
職
希
望
職
員
等
の
再
就
職
の
促
進
、
援
助
、
関

連
企
業
労
働
者
等
へ
の
配
慮
等
に
関
し
て
、
必
要
な
諸
規
定
を

設
け
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

 

以
上
、
各
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
に
つ

い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
。

 

最
後
に
、
政
府
案
に
つ
い
て
は
、
広
範
な
国
民
か
ら
数
多
く

の
疑
問
や
批
判
が
寄
せ
ら
れ
、
ま
た
、
我
が
党
が
既
に
さ
き
の

通
常
国
会
に
お
い
て
具
体
的
な
対
案
を
提
示
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
一
顧
だ
に
せ
ず
、
再
び
今
国
会
に
無
修

正
の
ま
ま
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
り
ま
す
。
国

民
の
負
託
を
受
け
た
立
法
府
と
し
て
、
将
来
に
禍
根
を
残
さ
ぬ

よ
う
、
両
法
案
の
慎
重
か
つ
徹
底
的
な
審
議
を
行
い
、
真
に
国

民
の
納
得
が
得
ら
れ
る
国
鉄
再
建
策
を
確
定
で
き
る
よ
う
、
お

互
い
に
努
力
し
合
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
く
訴
え
て
、
私
の

提
案
理
由
の
説
明
と
い
た
し
ま
す
。

○
細
田
委
員
長 

以
上
で
各
案
の
趣
旨
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し

た
。

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
細
田
委
員
長 

こ
の
際
、
公
聴
会
開
会
承
認
要
求
の
件
に
つ

い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

 

た
だ
い
ま
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
各
案
に
つ
き

ま
し
て
、
議
長
に
対
し
、
公
聴
会
開
会
の
承
認
要
求
を
い
た
し

た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

 
 
 
 

︹﹁
異
議
な
し
﹂
と
呼
ぶ
者
あ
り
︺

○
細
田
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
さ
よ

う
決
し
ま
し
た
。

 

な
お
、
公
聴
会
は
来
る
十
月
十
六
日
、
十
七
日
の
両
日
開
会

す
る
こ
と
と
し
、
公
述
人
の
選
定
そ
の
他
の
手
続
に
つ
き
ま
し

て
は
、
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議

あ
り
ま
せ
ん
か
。

 
 
 
 

︹﹁
異
議
な
し
﹂
と
呼
ぶ
者
あ
り
︺

○
細
田
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
さ
よ

う
決
し
ま
し
た
。

 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
細
田
委
員
長 

次
に
、
委
員
派
遣
承
認
申
請
に
関
す
る
件
に

つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

 

た
だ
い
ま
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
各
案
に
つ
き

ま
し
て
、
審
査
の
参
考
に
資
す
る
た
め
、
委
員
を
派
遣
い
た
し

た
い
と
存
じ
ま
す
。

 

つ
き
ま
し
て
は
、
議
長
に
対
し
、
委
員
派
遣
承
認
の
申
請
を

い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

 
 
 
 

︹﹁
異
議
な
し
﹂
と
呼
ぶ
者
あ
り
︺

○
細
田
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
さ
よ

う
決
し
ま
し
た
。

 

な
お
、
派
遣
地
、
派
遣
の
日
時
、
派
遣
委
員
の
人
選
等
に
つ

き
ま
し
て
は
、
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

 
 
 
 

︹﹁
異
議
な
し
﹂
と
呼
ぶ
者
あ
り
︺

○
細
田
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
さ
よ

う
決
し
ま
し
た
。

 

次
回
は
、
明
七
日
午
前
九
時
よ
り
委
員
会
を
開
会
す
る
こ
と

と
し
、
本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

 
 
 
 

午
後
六
時
二
十
六
分
散
会


